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令和８年度四日市商工会議所 展示会等出展補助要綱 
 
（目的） 
第１条 
 「四日市商工会議所 展示会等出展補助金」は、国内外の展示会等に出展する

企業に対して補助を行い、出展、商談（オンライン開催を含む）する企業の

技術力を高めるとともに販売促進を支援することを目的とする。 

 
（補助対象者） 
第２条 
 １．会費を完納している当所会員。但し、同一年度で当補助金の支給を受け

た企業・組合は重複して申し込みできないこととする。 
 ２．補助対象に係る事業について、事業計画を作成している者。 

 
（補助対象事業） 
第３条 
 対象事業は、次の１～４の全てに該当するものとする。 
 １．国内外で令和８年３月１日から令和９年２月末日までに開催される展示

会等であること。 
 ２．新規の商談や取引先の開拓のために開催され、物品の販売を行わない展

示会等であること。 
 ３．東海レベル以上の規模を有する展示会等であること。 
 ４．当所で審査し、補助対象と認めた展示会等であること。 

同一内容で、本制度と本制度以外の補助金事業との併用はできない。 

 
（補助金の対象） 
第４条 
 補助の対象となる経費は、別表に掲げるもの（但し 消費税及び地方消費税

除く）とする。第６条に定める関係書類の提出までに補助事業の実施及び支

払いがすべて完了したものとする。 

  
（補助金額） 
第５条 
 補助金の総額は予算の範囲内とする。 
 また、補助対象金額は、補助対象経費の１／２（千円未満切捨）以内とし、

上限５万円とする。 
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（交付の申請） 
第６条 
 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、下記に定める期日ま

でに、四日市商工会議所 展示会等出展補助金交付申請書〔様式第１号〕、事

業計画書に必要書類を添えて、当所に提出しなければならない。 
① 開催末日が、令和８年３月１日～令和９年８月３１日 

…令和８年８月３１日 
② 開催末日が、令和８年９月１日～令和９年２月２８日 

…令和９年２月２８日 

 
（交付の決定） 
第７条 
 当所は、前条に規定する交付申請書の受領後、当該申請に係る書類の審査等

により補助金の可否を決定し、四日市商工会議所 展示会等出展補助金交付決

定通知〔様式第２号〕により、申請者に通知する。 

 
（実績報告、補助金の請求） 
第８条 
 補助対象者は、交付申請の期日から２０日以内に、同補助事業完了報告書〔様

式第３号〕と同補助金請求書〔様式第４号〕に支出を証する書類の写し（請

求内訳書、領収書のコピー）を添えて、当所に提出しなければならない。 

 
（補助金の額の確定及び交付の時期） 
第９条 
 当所は、前条に規定する完了報告書の審査等により、交付すべき補助金の額

を確定し、四日市商工会議所 展示会等出展補助金確定通知書〔様式第５号〕

により補助対象者に通知するとともに、指定の口座へ入金するものとする。 

 
（交付の決定の取り消し） 
第１０条 
 １．補助対象者が補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこの要綱の 

規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、補助金 
の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 ２．前項の規定は第９条の規定による補助金の額を確定した後においても適 
用するものとする。 
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（補則） 
第１１条 
  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付事務に関し、必要な事項は当

所が別に定める。 

 
附則 
１．この要綱は、平成２３年７月２５日から施行する。 

  
附則 
１．第５条（補助金額）、第８条（実績報告、補助金の請求）の改正規定は、平

成２４年３月２３日から実施する。 

 
２．第３条（補助対象事業）、第６条（交付の申請）、の改正規定は、平成２５

年４月１日から実施する。 

 
附則 
１．第３条（補助対象事業）、第６条（交付の申請）の改正規定は、平成２９年 

３月１日から実施する。 

 
附則 
１．第２条（補助対象者）、第３条（補助対象事業）、第４条（補助金の対象）、

第６条（交付の申請）の改正規定は、平成３１年３月１日から実施する。 

 
附則 
１．第１条（目的）、第３条（補助対象事業）、第４条（補助金の対象）の改正

規定は、第６条（交付の申請）、第７条（交付の決定）、第８条（実績報告、補

助金の請求）、第９条（補助金の額の確定及び交付の時期）の改正規定は、令和

２年１０月１日から実施する。 

 
附則 
１．第２条（補助対象者）、第６条（交付の申請）の改正規定は、令和４年３月

１日から実施する。 

 
附則 
１．第７条（交付の決定）の改正規定は、令和５年３月１日から実施する。 

 
附則 
１．第７条（交付の決定）、第８条（実績報告、補助金の請求）の改正規定は、

令和７年３月１日から実施する。 
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別表（第４条） 

補助対象経費 

・国内外の展示会、見本市（オンライン開催を含む）、 
会場使用料（出展料、出展小間料）、商談会参加費用、基本登録料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


